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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶シリコン基板の表面に、気相エピタキシャル成長法を用いて、基板温度２００℃
以上３００℃以下、高周波電源の出力３０Ｗ、電力周波数２７ＭＨｚで、圧縮応力を有す
る単結晶シリコン層を形成し、
　絶縁層を介して前記単結晶シリコン層とベース基板とを貼り合わせ、
　前記単結晶シリコン基板と前記単結晶シリコン層との界面において、これらを分離して
、前記ベース基板上に前記絶縁層を介して前記単結晶シリコン層を形成し、
　前記単結晶シリコン層は、シランと水素との混合ガスを原料ガスとして用いて形成され
、
　前記原料ガスにおいて、前記シランに対する前記水素の流量比を４倍以上１０倍以下と
することを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ベース基板として、ガラス基板を用いることを特徴とするＳＯＩ基板の作製方法。
【請求項３】
　単結晶シリコン基板の表面に、気相エピタキシャル成長法を用いて、基板温度２００℃
以上３００℃以下、高周波電源の出力３０Ｗ、電力周波数２７ＭＨｚで、圧縮応力を有す
る単結晶シリコン層を形成し、
　前記単結晶シリコン基板及び前記単結晶シリコン層を加熱処理によって所定の温度に保
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持した状態で、前記単結晶シリコン層上に金属を含有する材料を塗布して金属層を形成し
、
　前記単結晶シリコン基板、前記単結晶シリコン層及び前記金属層を冷却することにより
、前記単結晶シリコン基板と前記単結晶シリコン層との界面において、これらを分離して
、前記金属層と前記単結晶シリコン層の積層構造体を形成し、
　前記積層構造体から前記金属層を除去し、
　前記単結晶シリコン層は、シランと水素との混合ガスを原料ガスとして用いて形成され
、
　前記原料ガスにおいて、前記シランに対する前記水素の流量比を４倍以上１０倍以下と
することを特徴とする単結晶シリコン層の作製方法。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記金属を含有する材料として、アルミニウム又は銅を含む材料を用いることを特徴と
する単結晶シリコン層の作製方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、単結晶半導体層の作製方法に関する。特に、基板上に絶縁層を介して単結晶半
導体層を作製する方法、すなわち、ＳＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ
）基板の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、バルク状のシリコンウェハに代わり、絶縁表面に薄い単結晶半導体層が存在するＳ
ＯＩ（Ｓｉｌｉｃｏｎ　ｏｎ　Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ）基板を用いた集積回路が研究されて
いる。ＳＯＩ基板を用いることで、トランジスタのドレインと半導体基板により形成され
る寄生容量を小さくすることができるため、ＳＯＩ基板は半導体集積回路の性能を向上さ
せるものとして大いに注目されている。
【０００３】
ＳＯＩ基板を製造する方法の一として、スマートカット（登録商標）と呼ばれる方法が知
られている（例えば、特許文献１参照）。スマートカット法によるＳＯＩ基板の作製方法
の概要を以下に説明する。まず、シリコンウェハにイオン注入法を用いて水素イオンを注
入し、表面から所定の深さに微小気泡層を形成する。次に、酸化シリコン膜を介して、水
素イオンを注入したシリコンウェハを別のシリコンウェハに接合させる。その後、熱処理
を行うことにより、水素イオンが注入されたシリコンウェハの一部が微小気泡層を境に薄
膜状に分離し、接合させた別のシリコンウェハ上に単結晶シリコン層が形成される。ここ
で、スマートカット法は水素イオン注入剥離法と呼ぶこともある。
【０００４】
また、ＳＯＩ基板を製造する方法の他の一として、エルトランと呼ばれる方法が知られて
いる（例えば、特許文献２参照）。エルトランは、シリコンウェハに陽極酸化を施して多
孔質シリコン層を形成し、該多孔質シリコン層上にエピタキシャル成長法によって単結晶
シリコン層を形成し、ついで、熱酸化膜を形成して別のシリコンウェハに貼り合わせ、エ
ッチングやウォータージェットなどの方法を用いて多孔質シリコン層で分離して、シリコ
ンウェハ上に単結晶シリコン層を形成する方法である。
【０００５】
なお、これらの方法では、単結晶シリコン層表面の平坦性向上や、単結晶シリコン層の欠
陥修復のため、単結晶シリコン層の形成の後に、ＣＭＰ処理や高温（１２００℃以下程度
）の熱処理が施されることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開平０５－２１１１２８号公報
【特許文献２】特開平０５－２１７８２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
上記のような方法で単結晶半導体層を形成しようとする場合には、ＣＭＰ処理や高温の熱
処理が必須となるため、大型の半導体基板（ＳＯＩ基板）を安価に提供することは困難で
ある。例えば、大面積を実現するための現実的な選択肢としては、単結晶半導体層の貼り
合わせ先の基板（以下、ベース基板と呼ぶ。）にガラス基板を用いることが挙げられるが
、このようなガラス基板は耐熱性の面で上記の要求を満たさない。また、ＣＭＰ処理は、
表面研磨処理であるため、大面積を均一に処理することは極めて困難である。
【０００８】
上記問題に鑑み、開示する発明の一態様では、良好な特性の単結晶半導体層をＣＭＰ処理
や高温の熱処理無しに提供することを目的の一とする。又は、このような単結晶半導体層
を有する半導体基板（又はＳＯＩ基板）を提供することを目的の一とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
開示する発明の一態様では、単結晶半導体基板上に気相エピタキシャル成長法によって単
結晶半導体層を形成する。この際、単結晶半導体層の圧縮応力が高くなる条件で、上記の
単結晶半導体層を形成する。これによって、単結晶半導体基板と単結晶半導体層との界面
において単結晶半導体層を分離することができる。ここで、気相エピタキシャル成長法と
は、基礎となる結晶の原子配列等を保ったまま結晶成長させる方法のうち、原料としてガ
スを用いるものをいう。
【００１０】
開示する発明の一態様であるＳＯＩ基板の作製方法の一は、単結晶半導体層を有する基板
の単結晶半導体層表面に、気相エピタキシャル成長法を用いて単結晶半導体層を形成し、
絶縁層を介して気相エピタキシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層とベース基
板とを貼り合わせ、単結晶半導体層と、気相エピタキシャル成長法を用いて形成された単
結晶半導体層との界面において、これらを分離して、ベース基板上に絶縁層を介して単結
晶半導体層を形成することを特徴としている。
【００１１】
開示する発明の別の一態様であるＳＯＩ基板の作製方法の一は、単結晶半導体基板の表面
に、気相エピタキシャル成長法を用いて単結晶半導体層を形成し、絶縁層を介して気相エ
ピタキシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層とベース基板とを貼り合わせ、単
結晶半導体基板と気相エピタキシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層との界面
において、これらを分離して、ベース基板上に絶縁層を介して単結晶半導体層を形成する
ことを特徴としている。
【００１２】
なお、上記において、単結晶半導体基板として単結晶シリコン基板を用い、気相エピタキ
シャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層として単結晶シリコン層を形成すること
ができる。また、単結晶シリコン層は、シラン系ガスと水素との混合ガスを原料ガスとし
て用いて形成され、原料ガスにおいて、シラン系ガスの流量比に対する水素の流量比を４
倍以上１０倍以下（５倍以上７倍以下）とすることが好ましい。
【００１３】
また、上記において、ベース基板として、ガラス基板を用いると良い。
【００１４】
開示する発明の一態様である単結晶半導体層の作製方法の一は、単結晶半導体基板の表面
に、気相エピタキシャル成長法を用いて単結晶半導体層を形成し、単結晶半導体基板及び
気相エピタキシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層を加熱処理によって所定の
温度に保持した状態で、気相エピタキシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層上
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に金属を含有する材料を塗布して金属層を形成し、その後、単結晶半導体基板、気相エピ
タキシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層及び金属層を冷却することにより、
単結晶半導体基板と気相エピタキシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層との界
面において、これらを分離して、金属層と気相エピタキシャル成長法を用いて形成された
単結晶半導体層の積層構造体を形成し、その後、積層構造体から金属層を除去することを
特徴としている。
【００１５】
なお、上記においても、単結晶半導体基板として単結晶シリコン基板を用い、気相エピタ
キシャル成長法を用いて形成された単結晶半導体層として単結晶シリコン層を形成するこ
とができる。また、単結晶シリコン層は、シラン系ガスと水素との混合ガスを原料ガスと
して用いて形成され、原料ガスにおいて、シラン系ガスの流量比に対する水素の流量比を
４倍以上１０倍以下（５倍以上７倍以下）とすることが好ましい。また、上記の金属を含
有する材料としては、アルミニウム又は銅を含む材料を用いることが好ましい。
【００１６】
なお、本明細書において単結晶とは、ある結晶軸に注目した場合、その結晶軸の方向が試
料のどの部分においても同じ方向を向いている結晶のことをいい、かつ結晶と結晶との間
に結晶粒界が存在しない結晶である。なお、本明細書では、結晶欠陥やダングリグボンド
を含んでいても、上記のように結晶軸の方向が揃っており、粒界が存在していない結晶で
あるものは単結晶とする。また、単結晶半導体層の再単結晶化とは、単結晶構造の半導体
層が、その単結晶構造と異なる状態（例えば、液相状態）を経て、再び単結晶構造になる
ことをいう。あるいは、単結晶半導体層の再単結晶化とは、単結晶半導体層を再結晶化し
て、単結晶半導体層を形成するということもできる。
【００１７】
また、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置
全般を指し、電気光学装置、半導体回路及び電子機器は全て半導体装置に含まれる。
【００１８】
また、本明細書中において表示装置とは、発光装置や液晶表示装置を含む。発光装置は発
光素子を含み、液晶表示装置は液晶素子を含む。発光素子は、電流または電圧によって輝
度が制御される素子をその範疇に含んでおり、具体的には無機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌ
ｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子、有機ＥＬ素子等がある。
【発明の効果】
【００１９】
開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶半導体
層の応力を利用して、単結晶半導体基板から単結晶半導体層を分離している。これにより
、単結晶半導体層自体には欠陥などが発生しないため、高温の熱処理が不要である。また
、分離後の単結晶半導体層は平坦性が高いため、ＣＭＰ処理などの平坦化処理が不要とな
る。このように、本発明を用いることで、半導体基板（ＳＯＩ基板）の大面積化が容易と
なる。
【００２０】
また、開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶
半導体層を単結晶半導体基板との界面において分離する方法を用いているため、単結晶半
導体基板自体の厚みは減少せず、単結晶半導体基板を繰り返して用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の半導体基板の作製方法の一例を示す断面図である。
【図２】本発明の半導体基板の作製方法の別の一例を示す断面図である。
【図３】本発明の単結晶半導体層の作製方法の一例を示す断面図である。
【図４】本発明の単結晶半導体層の作製方法の別の一例を示す断面図である。
【図５】トランジスタの作製方法の一例を示す断面図である。
【図６】トランジスタの作製方法の一例を示す断面図である。
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【図７】トランジスタの平面図及び断面図である。
【図８】光電変換装置の作製方法の一例を示す断面図である。
【図９】光電変換装置の作製方法の別の一例を示す断面図である。
【図１０】半導体装置を用いた電子機器を示す図である。
【図１１】半導体装置を用いた電子機器を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
以下に、実施の形態を図面に基づいて説明する。但し、発明は多くの異なる態様で実施す
ることが可能であり、発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態および詳細
を変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施の形態の記載内容
に限定して解釈されるものではない。なお、実施の形態を説明するための全図において、
同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略
する。
【００２３】
（実施の形態１）
本実施の形態では、半導体基板（ＳＯＩ基板）の作製方法の一例に関して図面を参照して
説明する。具体的には、ベース基板上に単結晶半導体層が設けられた半導体基板を作製す
る場合について説明する。
【００２４】
まず、ベース基板１００と単結晶半導体基板１１０とを準備する（図１（Ａ）、図１（Ｂ
）参照）。
【００２５】
ベース基板１００としては、絶縁体でなる基板を用いることができる。具体的には、アル
ミノシリケートガラス、アルミノホウケイ酸ガラス、バリウムホウケイ酸ガラスのような
電子工業用に使われる各種ガラス基板、石英基板、セラミック基板、サファイア基板が挙
げられる。なお、上記ガラス基板においては、一般に、ホウ酸（Ｂ２Ｏ３）を多く含有さ
せることでガラスの耐熱性が向上するが、ホウ酸と比較して酸化バリウム（ＢａＯ）を多
く含ませることで、より実用的な耐熱ガラスが得られる。このため、Ｂ２Ｏ３よりＢａＯ
を多く含むガラス基板を用いると良い。他にも、ベース基板１００として単結晶半導体基
板（例えば、単結晶シリコン基板等）を用いてもよい。本実施の形態では、ベース基板１
００としてガラス基板を用いる場合について説明する。ベース基板１００として大面積化
が可能で安価なガラス基板を用いることにより、低コスト化を図ることができる。
【００２６】
上記ベース基板１００に関しては、その表面をあらかじめ洗浄しておくことが好ましい。
具体的には、ベース基板１００に対して、塩酸過水（ＨＰＭ）、硫酸過水（ＳＰＭ）、ア
ンモニア過水（ＡＰＭ）、希フッ酸（ＤＨＦ）等を用いて超音波洗浄を行う。このような
洗浄処理を行うことによって、ベース基板１００表面の平坦性向上や、ベース基板１００
表面に残存する研磨粒子の除去などが可能である。
【００２７】
単結晶半導体基板１１０としては、例えば、単結晶シリコン基板、単結晶ゲルマニウム基
板、単結晶シリコンゲルマニウム基板など、第１４族元素でなる単結晶半導体基板を用い
ることができる。また、ガリウムヒ素やインジウムリン等の化合物単結晶半導体基板を用
いることもできる。市販のシリコン基板としては、直径５インチ（１２５ｍｍ）、直径６
インチ（１５０ｍｍ）、直径８インチ（２００ｍｍ）、直径１２インチ（３００ｍｍ）、
直径１６インチ（４００ｍｍ）サイズの円形のものが代表的である。なお、単結晶半導体
基板１１０の形状は円形に限られず、例えば、矩形等に加工して用いることも可能である
。また、単結晶半導体基板１１０は、ＣＺ法やＦＺ（フローティングゾーン）法を用いて
作製することができる。
【００２８】
なお、開示する発明の一態様は、単結晶半導体基板１１０の表層部分の結晶性や平坦性と
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いった特徴を利用するものであるから、その表面の性質が、単結晶半導体基板と大きく変
わらないものであれば上述の基板に限らず用いることができる。例えば、ガラス基板や石
英基板、シリコン基板などの上に絶縁層を介して単結晶半導体層が設けられた構成の基板
（いわゆるＳＯＩ基板など）を用いても良い。
【００２９】
次に、単結晶半導体基板１１０上に、気相エピタキシャル成長法によって単結晶半導体層
１１２を形成する（図１（Ｃ）参照）。
【００３０】
上記の単結晶半導体層１１２は、単結晶半導体基板１１０と同様の材料を用いて形成すれ
ば良いが、例えば、単結晶シリコン層を形成する場合には、シラン系ガス（珪素の水素化
合物を含むガス、代表的にはモノシランやジシラン）と水素との混合ガスを原料ガスとす
る気相成長法（ＣＶＤ法などを含む）を用いて形成することができる。
【００３１】
上記気相エピタキシャル成長に用いる原料ガスは、シラン系ガスに対して、流量比で４倍
以上１０倍以下、好ましくは５倍以上７倍以下の水素を含むガスを用いることが好ましい
。つまり、シラン系ガスの水素希釈比（水素／シラン系ガス）を４倍以上１０倍以下、好
ましくは５倍以上７倍以下とする。シラン系ガスは代表的にはシランであり、その他ジシ
ラン（Ｓｉ２Ｈ６）などを用いることもできる。また、原料ガスに、希ガスを添加しても
よい。
【００３２】
エピタキシャル成長に使用するプラズマＣＶＤ装置としては、電力周波数が１０ＭＨｚ以
上２００ＭＨｚ以下、代表的には１３．５６ＭＨｚ或いは６０ＭＨｚの高周波（ＲＦ）プ
ラズマＣＶＤ装置や、電力周波数が１ＧＨｚ以上５ＧＨｚ以下、代表的には２．４５ＧＨ
ｚのマイクロ波プラズマＣＶＤ装置などを用いることができる。
【００３３】
単結晶半導体層１１２の圧縮応力が高くなるような気相エピタキシャル成長の条件は適宜
設定することができるが、一例としては、原料ガスとしてシランと水素の混合ガスを用い
、シランと水素の流量（ｓｃｃｍ）比をＳｉＨ４：Ｈ２＝２５（ｓｃｃｍ）：１５０（ｓ
ｃｃｍ）、基板温度を２８０℃、高周波電源の出力を３０Ｗ、電力周波数を２７ＭＨｚと
すればよい。このような条件（特に流量比）で形成した単結晶半導体層１１２は圧縮応力
が高く、単結晶半導体基板１１０との界面で容易に分離することができるようになる。な
お、成膜の際の基板温度を２００℃以上３００℃以下程度とした場合には、欠陥の少ない
良好な単結晶半導体層１１２を得ることができる。また、原料ガスの総流量を増大させる
ことにより、成膜に掛かる時間を低減し、結晶性を向上させることが可能である。
【００３４】
単結晶半導体層１１２の膜厚は、適宜必要な大きさとすればよいが、膜厚を増大させた場
合にはそれに従って圧縮応力が大きくなる傾向にあるため、単結晶半導体基板１１０と単
結晶半導体層１１２との界面での分離をより容易なものとすることができる。例えば、単
結晶半導体層１１２の厚さは、１００ｎｍ以上１０μｍ以下程度とすればよい。
【００３５】
なお、単結晶半導体層１１２のエピタキシャル成長を行う前には、単結晶半導体基板１１
０表面に形成されている自然酸化膜などは除去しておく必要がある。これは、単結晶半導
体基板１１０表面に酸化膜などが存在する場合には、エピタキシャル成長が進行しないた
めである。このような酸化膜の除去は、フッ酸系の溶液を用いて行うことができる。具体
的には、フッ酸（又は希フッ酸）により単結晶半導体基板１１０の表面が撥水性を示すま
で処理すればよい。同様に、汚染物除去の観点からは、硫酸過水（ＳＰＭ）、アンモニア
過水（ＡＰＭ）、塩酸過水（ＨＰＭ）、希フッ酸（ＤＨＦ）などを用いて単結晶半導体基
板１１０の表面を洗浄しておくことが好ましい。
【００３６】
次に、単結晶半導体層１１２上に、絶縁層１１４を形成する（図１（Ｄ）参照）。絶縁層
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１１４は、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化シリコン膜、窒化酸化シリコン膜
等の絶縁層を単層で、又は積層させて形成することができる。これらの膜は、熱酸化法、
ＣＶＤ法、スパッタリング法等を用いて形成することができる。
【００３７】
本明細書中において、酸化窒化シリコンとは、その組成において、窒素よりも酸素の含有
量が多いものを示し、例えば、酸素が５０原子％以上７０原子％以下、窒素が０．５原子
％以上１５原子％以下、珪素が２５原子％以上３５原子％以下、水素が０．１原子％以上
１０原子％以下の範囲で含まれるものをいう。また、窒化酸化シリコンとは、その組成に
おいて、酸素よりも窒素の含有量が多いものを示し、例えば、酸素が５原子％以上３０原
子％以下、窒素が２０原子％以上５５原子％以下、珪素が２５原子％以上３５原子％以下
、水素が１０原子％以上３０原子％以下の範囲で含まれるものをいう。但し、上記範囲は
、ラザフォード後方散乱法（ＲＢＳ：Ｒｕｔｈｅｒｆｏｒｄ　Ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉ
ｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）や、水素前方散乱法（ＨＦＳ：Ｈｙｄｒｏｇｅｎ　Ｆ
ｏｒｗａｒｄ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ）を用いて測定した場合のものである。また、構成
元素の含有比率の合計は、１００原子％を超えない。
【００３８】
なお、本実施の形態で示す半導体基板を、太陽電池など、下部電極が必要な用途に用いる
場合には、単結晶半導体層１１２上に電極として機能する導電層を形成した後、上記の絶
縁層１１４を形成する構成とすればよい。また、前述の導電層や絶縁層１１４を形成する
前に、単結晶半導体層１１２には不純物を添加しておいても良い。
【００３９】
その後、絶縁層１１４を介してベース基板１００と単結晶半導体基板１１０とを貼り合わ
せる（図１（Ｅ）参照）。そして、単結晶半導体層１１２を単結晶半導体基板１１０との
界面で分離して、ベース基板１００上に単結晶半導体層１１２を設ける（図１（Ｆ）参照
）。上記分離の方法として、基板分離装置などによる力学的方法（単純に引き剥がす方法
）を用いることができる。また、ウォータージェットのように単結晶半導体層１１２と単
結晶半導体基板１１０との界面に分離を促進させる処理を施す方法などを用いても良い。
【００４０】
なお、ベース基板１００と絶縁層１１４とを接合させた後には、接合強度を増加させるた
めの熱処理を行っても良い。熱処理の温度は、適宜設定することができるが、高温（例え
ば６００℃以上）の熱処理を行う場合には単結晶半導体基板１１０と単結晶半導体層１１
２との接合が強化されてしまい、界面での分離が困難となることがある点に留意すべきで
ある。上記熱処理には、拡散炉、抵抗加熱炉などの加熱炉、ＲＴＡ（瞬間熱アニール、Ｒ
ａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、マイクロ波加熱装置などを用いること
ができる。
【００４１】
以上の工程により、極めて良好な特性の半導体基板（ＳＯＩ基板）を得ることができる。
【００４２】
なお、本実施の形態においては示していないが、上記の工程により得られた単結晶半導体
層１１２に対して、レーザー光の照射処理を行っても良い。これにより、単結晶半導体層
１１２中の欠陥をさらに低減し、表面の平坦性を向上させた単結晶半導体層を得ることが
できる。また、単結晶半導体層１１２に対して熱処理を施して、その欠陥を低減させても
良い。
【００４３】
また、単結晶半導体層１１２の薄膜化のための処理や、平坦性をより一層向上させるため
の処理を行っても良い。該処理としては、ドライエッチングまたはウエットエッチングの
一方、または双方を組み合わせて用いることができる。
【００４４】
開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶半導体
層の応力を利用して、単結晶半導体基板から単結晶半導体層を分離している。これにより
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、単結晶半導体層自体には欠陥などが発生しないため、高温の熱処理が不要となる。また
、分離後の単結晶半導体層は平坦性が高いため、ＣＭＰ処理などの平坦化処理が不要とな
る。このように、開示する発明の一態様によって、特性が良好で且つ大面積な半導体基板
（ＳＯＩ基板）を提供することができる。
【００４５】
また、開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶
半導体層を単結晶半導体基板との界面において分離する方法を用いているため、単結晶半
導体基板自体の厚みは減少せず、単結晶半導体基板を繰り返して用いることができる。
【００４６】
本実施の形態で示した構成は、本明細書の他の実施の形態又は実施例で示す構成と適宜組
み合わせて用いることができる。
【００４７】
（実施の形態２）
本実施の形態では、半導体基板（ＳＯＩ基板）の作製方法の別の一例に関して図面を参照
して説明する。
【００４８】
まず、ベース基板１００を準備する（図２（Ａ）参照）。ベース基板１００の詳細に関し
ては、実施の形態１を参照することができるため、ここでは省略する。
【００４９】
次に、ベース基板１００の表面に窒素含有層１０２（例えば、窒化シリコン膜（ＳｉＮｘ

）や窒化酸化シリコン膜（ＳｉＮｘＯｙ）（ｘ＞ｙ）等の窒素を含有する絶縁膜）を形成
する（図２（Ｂ）参照）。
【００５０】
本実施の形態において形成される窒素含有層１０２は、後に単結晶半導体層を貼り合わせ
るための層（接合層）となる。また、窒素含有層１０２は、ベース基板に含まれるナトリ
ウム（Ｎａ）等の不純物が単結晶半導体層に拡散することを防ぐためのバリア層として機
能する。
【００５１】
上述のように、本実施の形態では窒素含有層１０２を接合層として用いるため、その表面
が所定の平坦性を有するように窒素含有層１０２を形成することが好ましい。具体的には
、表面の平均面粗さ（Ｒａ）が０．５ｎｍ以下、自乗平均粗さ（Ｒｍｓ）が０．６０ｎｍ
以下、より好ましくは、平均面粗さが０．３５ｎｍ以下、自乗平均粗さが０．４５ｎｍ以
下となるように窒素含有層１０２を形成する。膜厚は、好ましくは１０ｎｍ以上２００ｎ
ｍ以下、より好ましくは５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下の範囲とする。このように、表面の
平坦性を高めておくことにより、単結晶半導体層の接合不良を防止することができる。
【００５２】
次に、単結晶半導体基板１１０を準備する（図２（Ｃ）参照）。なお、本実施の形態にお
いては、上記ベース基板１００に関する工程の後に、以下の単結晶半導体基板１１０に関
する工程を行う構成を取っているが、これは説明の便宜上のものであり、開示する発明の
一態様がこの順序に限定して解釈されるものではない。また、単結晶半導体基板１１０の
詳細に関しては、実施の形態１を参照することができるため、ここでは省略する。
【００５３】
次に、単結晶半導体基板１１０上に、気相エピタキシャル成長法によって単結晶半導体層
１１２を形成する（図２（Ｄ）参照）。
【００５４】
上記の単結晶半導体層１１２として、例えば、単結晶シリコン層を形成する場合には、シ
ラン系ガス（代表的にはシラン）と水素との混合ガスを原料ガスとする気相成長法（ＣＶ
Ｄ法等を含む）を用いて形成することができる。単結晶半導体層１１２の作製方法の詳細
については、実施の形態１を参照することができるため、ここでは省略する。
【００５５】
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次に、単結晶半導体層１１２上に、絶縁層１１４を形成する（図２（Ｅ）参照）。
【００５６】
絶縁層１１４は、例えば、酸化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜等を単層で、又は積層さ
せて形成することができる。上記絶縁層１１４の作製方法としては、熱酸化法、ＣＶＤ法
、スパッタリング法などがある。また、ＣＶＤ法を用いて絶縁層１１４を形成する場合に
は、テトラエトキシシラン（略称；ＴＥＯＳ：化学式Ｓｉ（ＯＣ２Ｈ５）４）等の有機シ
ランを用いて酸化シリコン膜を形成することが、生産性の点から好ましい。
【００５７】
本実施の形態では、絶縁層１１４として、有機シランを用いて酸化シリコン膜を形成する
。
【００５８】
なお、熱酸化法により絶縁層１１４を形成する場合には、酸化性雰囲気中にハロゲンを添
加して行うことが好ましい。例えば、塩素（Ｃｌ）が添加された酸化性雰囲気中で単結晶
半導体層１１２に熱酸化処理を行うことにより、塩素酸化された絶縁層１１４を形成する
ことができる。この場合、絶縁層１１４は、塩素原子を含有した膜となる。
【００５９】
絶縁層１１４中に含有された塩素原子等のハロゲンは、絶縁層１１４に歪みを形成する。
その結果、絶縁層１１４の水分に対する吸収割合が向上し、拡散速度が増大する。つまり
、絶縁層１１４表面に水分が存在する場合に、当該表面に存在する水分を絶縁層１１４中
に素早く吸収させ、拡散させることができる。また、絶縁層１１４にハロゲンを含有させ
ることによって、外因性不純物である重金属（例えば、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｍｏ等）を絶
縁層１１４中に捕集して単結晶半導体層１１２が汚染されることを防止できる。また、ベ
ース基板１００と貼り合わせた後に、ベース基板１００からのＮａ等の不純物を絶縁層１
１４中に固定して、単結晶半導体層１１２が汚染されることを防止できる。
【００６０】
なお、本実施の形態で示す半導体基板を、太陽電池など、下部電極が必要な用途に用いる
場合には、単結晶半導体層１１２上に電極として機能する導電層を形成した後、上記の絶
縁層１１４を形成する構成とすればよい。また、前述の導電層や絶縁層１１４を形成する
前に、単結晶半導体層１１２には不純物を添加しておいても良い。
【００６１】
次に、ベース基板１００の表面と単結晶半導体基板１１０の表面とを対向させ、窒素含有
層１０２の表面と絶縁層１１４の表面とを接合させる（図２（Ｆ）参照）。
【００６２】
ここでは、ベース基板１００と単結晶半導体基板１１０を窒素含有層１０２と絶縁層１１
４とを介して密着させた後、単結晶半導体基板１１０の一箇所に１Ｎ／ｃｍ２以上５００
Ｎ／ｃｍ２以下、好ましくは１１Ｎ／ｃｍ２以上２０Ｎ／ｃｍ２以下程度の圧力を加える
。すると、圧力を加えた部分から窒素含有層１０２と絶縁層１１４とが接合しはじめ、自
発的に接合が形成されて全面におよぶ。この接合工程には、ファンデルワールス力や水素
結合が作用しており、常温で行うことができる。
【００６３】
なお、ベース基板１００と単結晶半導体基板１１０との貼り合わせを行う前に、単結晶半
導体基板１１０上に形成された絶縁層１１４と、ベース基板１００上に形成された窒素含
有層１０２の表面処理を行うことが好ましい。表面処理としては、プラズマ処理、オゾン
処理、メガソニック洗浄、２流体洗浄（純水や水素添加水等の機能水を窒素等のキャリア
ガスとともに吹き付ける方法）又はこれらの組み合わせを用いることができる。特に、窒
素含有層１０２、絶縁層１１４の少なくとも一方の表面にプラズマ処理を行った後、オゾ
ン処理、メガソニック洗浄、２流体洗浄等を行うことによって、窒素含有層１０２や絶縁
層１１４の表面の有機物等のゴミを除去し、親水化することができる。その結果、窒素含
有層１０２と絶縁層１１４との接合強度を向上させることができる。
【００６４】
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ここで、オゾン処理の一例を説明する。例えば、酸素を含む雰囲気下で紫外線（ＵＶ）を
照射することにより、被処理体表面にオゾン処理を行うことができる。酸素を含む雰囲気
下で紫外線を照射するオゾン処理は、ＵＶオゾン処理または紫外線オゾン処理などとも言
われる。酸素を含む雰囲気下において、紫外線のうち２００ｎｍ未満の波長を含む光と２
００ｎｍ以上の波長を含む光を照射することにより、オゾンを生成させるとともに、オゾ
ンから一重項酸素を生成させることができる。紫外線のうち１８０ｎｍ未満の波長を含む
光を照射することにより、オゾンを生成させるとともに、オゾンから一重項酸素を生成さ
せることもできる。
【００６５】
酸素を含む雰囲気下で、２００ｎｍ未満の波長を含む光および２００ｎｍ以上の波長を含
む光を照射することにより起きる反応例を示す。
　Ｏ２＋ｈν（λ１ｎｍ）→Ｏ（３Ｐ）＋Ｏ（３Ｐ）　　　・・・　　　（１）
　Ｏ（３Ｐ）＋Ｏ２→Ｏ３　　　　　　　　　　　　　　　・・・　　　（２）
　Ｏ３＋ｈν（λ２ｎｍ）→Ｏ（１Ｄ）＋Ｏ２　　　　　　・・・　　　（３）
【００６６】
上記反応式（１）において、酸素（Ｏ２）を含む雰囲気下で２００ｎｍ未満の波長（λ１

ｎｍ）を含む光（ｈν）を照射することにより基底状態の酸素原子（Ｏ（３Ｐ））が生成
する。次に、反応式（２）において、基底状態の酸素原子（Ｏ（３Ｐ））と酸素（Ｏ２）
とが反応してオゾン（Ｏ３）が生成する。そして、反応式（３）において、生成されたオ
ゾン（Ｏ３）を含む雰囲気下で２００ｎｍ以上の波長（λ２ｎｍ）を含む光が照射される
ことにより、励起状態の一重項酸素Ｏ（１Ｄ）が生成される。酸素を含む雰囲気下におい
て、紫外線のうち２００ｎｍ未満の波長を含む光を照射することによりオゾンを生成させ
るとともに、２００ｎｍ以上の波長を含む光を照射することによりオゾンを分解して一重
項酸素を生成する。上記のようなオゾン処理は、例えば、酸素を含む雰囲気下での低圧水
銀ランプの照射（λ１＝１８５ｎｍ、λ２＝２５４ｎｍ）により行うことができる。
【００６７】
また、酸素を含む雰囲気下で、１８０ｎｍ未満の波長を含む光を照射することにより起き
る反応例を示す。
　Ｏ２＋ｈν（λ３ｎｍ）→Ｏ（１Ｄ）＋Ｏ（３Ｐ）　　　・・・　　　（４）
　Ｏ（３Ｐ）＋Ｏ２→Ｏ３　　　　　　　　　　　　　　　・・・　　　（５）
　Ｏ３＋ｈν（λ３ｎｍ）→Ｏ（１Ｄ）＋Ｏ２　　　　　　・・・　　　（６）
【００６８】
上記反応式（４）において、酸素（Ｏ２）を含む雰囲気下で１８０ｎｍ未満の波長（λ３

ｎｍ）を含む光を照射することにより、励起状態の一重項酸素Ｏ（１Ｄ）と基底状態の酸
素原子（Ｏ（３Ｐ））が生成する。次に、反応式（５）において、基底状態の酸素原子（
Ｏ（３Ｐ））と酸素（Ｏ２）とが反応してオゾン（Ｏ３）が生成する。反応式（６）にお
いて、生成されたオゾン（Ｏ３）を含む雰囲気下で１８０ｎｍ未満の波長（λ３ｎｍ）を
含む光が照射されることにより、励起状態の一重項酸素と酸素が生成される。酸素を含む
雰囲気下において、紫外線のうち１８０ｎｍ未満の波長を含む光を照射することによりオ
ゾンを生成させるとともにオゾンまたは酸素を分解して一重項酸素を生成する。上記のよ
うなオゾン処理は、例えば、酸素を含む雰囲気下でのＸｅエキシマＵＶランプの照射（λ

３＝１７２ｎｍ）により行うことができる。
【００６９】
２００ｎｍ未満の波長を含む光により被処理体表面に付着する有機物などの化学結合を切
断し、オゾンまたはオゾンから生成された一重項酸素により被処理体表面に付着する有機
物、または化学結合を切断した有機物などを酸化分解して除去することができる。上記の
ようなオゾン処理を行うことで、被処理体表面の親水性および清浄性を高めることができ
、接合を良好に行うことができる。
【００７０】
酸素を含む雰囲気下で紫外線を照射することによりオゾンが生成される。オゾンは、被処
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理体表面に付着する有機物の除去に効果を奏する。また、一重項酸素も、オゾンと同等ま
たはそれ以上に、被処理体表面に付着する有機物の除去に効果を奏する。オゾン及び一重
項酸素は、活性状態にある酸素の例であり、総称して活性酸素とも言われる。上記反応式
等で説明したとおり、一重項酸素を生成する際にオゾンが生じる、またはオゾンから一重
項酸素を生成する反応もあるため、ここでは一重項酸素が寄与する反応も含めて、便宜的
にオゾン処理と称する。
【００７１】
窒素含有層１０２と絶縁層１１４とを接合させた後には、接合強度を増加させるための熱
処理を行っても良い。熱処理の温度は、適宜設定することができるが、高温（例えば６０
０℃以上）の熱処理を行う場合には単結晶半導体基板１１０と単結晶半導体層１１２との
接合が強化されてしまい、界面での分離が困難となることがある点に留意すべきである。
上記熱処理には、拡散炉、抵抗加熱炉などの加熱炉、ＲＴＡ（瞬間熱アニール、Ｒａｐｉ
ｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ）装置、マイクロ波加熱装置などを用いることができ
る。
【００７２】
その後、単結晶半導体層１１２を単結晶半導体基板１１０との界面で分離して、ベース基
板１００上に単結晶半導体層１１２を残存させる（図２（Ｇ）参照）。上記分離の方法と
して、基板分離装置などによる力学的方法（単純に引き剥がす方法）を用いることができ
る。また、ウォータージェットのように単結晶半導体層１１２と単結晶半導体基板１１０
との界面に分離を促進させる処理を施す方法などを用いても良い。
【００７３】
以上の工程により、極めて良好な特性の半導体基板（ＳＯＩ基板）を得ることができる。
【００７４】
なお、本実施の形態においては示していないが、上記の工程により得られた単結晶半導体
層１１２に対して、レーザー光の照射処理を行っても良い。これにより、単結晶半導体層
１１２中の欠陥をさらに低減し、表面の平坦性を向上させた単結晶半導体層を得ることが
できる。また、単結晶半導体層１１２に対して熱処理を施して、その欠陥を低減させても
良い。
【００７５】
また、単結晶半導体層１１２の薄膜化のための処理や、平坦性を一層向上させるための処
理を行っても良い。該処理としては、ドライエッチングまたはウエットエッチングの一方
、または双方を組み合わせて用いることができる。
【００７６】
開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶半導体
層の応力を利用して、単結晶半導体基板から単結晶半導体層を分離している。これにより
、単結晶半導体層自体には欠陥などが発生しないため、高温の熱処理が不要となる。また
、分離後の単結晶半導体層は平坦性が高いため、ＣＭＰ処理などの平坦化処理が不要とな
る。このように、開示する発明の一態様によって、特性が良好で且つ大面積な半導体基板
（ＳＯＩ基板）を提供することができる。
【００７７】
また、開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶
半導体層を単結晶半導体基板との界面において分離する方法を用いているため、単結晶半
導体基板自体の厚みは減少せず、単結晶半導体基板を繰り返して用いることができる。
【００７８】
本実施の形態で示した構成は、本明細書の他の実施の形態又は実施例で示す構成と適宜組
み合わせて用いることができる。
【００７９】
（実施の形態３）
本実施の形態では、開示する発明の別の形態である単結晶半導体層の作製方法の一例に関
して図面を参照して説明する。なお、本実施の形態に係る単結晶半導体層の作製方法は、
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実施の形態１や実施の形態２に係る半導体基板の作製方法を応用するものである。
【００８０】
まず、単結晶半導体基板１１０を準備する（図３（Ａ）参照）。単結晶半導体基板１１０
の詳細については、実施の形態１などを参照することができるため、ここでは省略する。
【００８１】
次に、単結晶半導体基板１１０上に、気相エピタキシャル成長法によって単結晶半導体層
１１２を形成する（図３（Ｂ）参照）。単結晶半導体層１１２の作製方法の詳細について
も、実施の形態１などを参照することができる。
【００８２】
次に、単結晶半導体基板１１０及び単結晶半導体層１１２を加熱し、所定の温度に保持し
た状態で、単結晶半導体層１１２上に金属を含有する材料を塗布（又はスクリーン印刷）
して、金属層１２０を形成する（図３（Ｃ）参照）。加熱温度は、金属層１２０を形成す
ることができる温度であれば特に限定されない。金属層１２０は、アルミニウムや銅など
の材料を用いて形成することができる。なお、本実施の形態では塗布法（又はスクリーン
印刷法）によって金属層１２０を形成しているが、開示する発明の一態様はこれに限定さ
れない。スパッタリング法などの方法を用いて形成しても良い。
【００８３】
その後、単結晶半導体基板１１０、単結晶半導体層１１２及び金属層１２０を冷却するこ
とで、単結晶半導体基板１１０と単結晶半導体層１１２との界面において単結晶半導体基
板１１０と単結晶半導体層１１２とを分離して、金属層１２０と単結晶半導体層１１２の
積層構造体を形成する（図３（Ｄ）参照）。冷却温度は特に限定されないが、例えば、室
温程度とすることができる。もちろん、室温より低い温度にまで冷却しても良い。
【００８４】
上記の方法で単結晶半導体基板１１０から単結晶半導体層１１２を分離することができる
のは、単結晶半導体材料と金属材料の熱膨張係数が大きく異なるためである。この原理に
より、金属層１２０を形成する際の温度と冷却後の温度との差が大きいほど、良好な分離
が実現できると言える。
【００８５】
その後、金属層１２０を除去することで単結晶半導体層１１２（自立膜）を形成すること
ができる（図３（Ｅ）参照）。なお、本実施の形態においては、最終的に金属層１２０を
除去する構成を採用しているが、開示する発明の一態様はこれに限定されない。例えば、
金属層１２０を電極などに利用する場合には、金属層１２０を除去せずに残存させる構成
としても良い。また、形成された単結晶半導体層１１２は、そのまま用いても良いし、何
らかの基板に貼り合わせて用いても良い。
【００８６】
なお、本実施の形態においては示していないが、基板分離装置などによる力学的方法（単
純に引き剥がす方法）や、ウォータージェットのような分離を促進させる方法などを上記
分離の際に併用しても良い。
【００８７】
また、本実施の形態においては示していないが、上記の工程により得られた単結晶半導体
層１１２に対して、レーザー光の照射処理を行っても良い。これにより、単結晶半導体層
１１２中の欠陥をさらに低減し、表面の平坦性を向上させた単結晶半導体層を得ることが
できる。また、単結晶半導体層１１２に対して熱処理を施して、その欠陥を低減させても
良い。
【００８８】
また、単結晶半導体層１１２の薄膜化のための処理や、平坦性を一層向上させるための処
理を行っても良い。該処理としては、ドライエッチングまたはウエットエッチングの一方
、または双方を組み合わせて用いることができる。
【００８９】
開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶半導体
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層の応力を利用して、単結晶半導体基板から単結晶半導体層を分離している。これにより
、単結晶半導体層自体には欠陥などが発生しないため、高温の熱処理が不要となる。また
、分離後の単結晶半導体層は平坦性が高いため、ＣＭＰ処理などの平坦化処理が不要とな
る。このように、開示する発明の一態様によって、特性が良好で且つ大面積な単結晶半導
体層を提供することができる。
【００９０】
また、開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶
半導体層を単結晶半導体基板との界面において分離する方法を用いているため、単結晶半
導体基板自体の厚みは減少せず、単結晶半導体基板を繰り返して用いることができる。
【００９１】
本実施の形態で示した構成は、本明細書の他の実施の形態又は実施例で示す構成と適宜組
み合わせて用いることができる。
【００９２】
（実施の形態４）
本実施の形態では、単結晶半導体層の作製方法の別の一例に関して図面を参照して説明す
る。なお、本実施の形態に係る単結晶半導体層の作製方法は、実施の形態１や実施の形態
２に係る半導体基板の作製方法を応用するものである。
【００９３】
まず、単結晶半導体基板１１０を準備する（図４（Ａ）参照）。単結晶半導体基板１１０
の詳細については、実施の形態１などを参照することができるため、ここでは省略する。
【００９４】
次に、単結晶半導体基板１１０上に、気相エピタキシャル成長法によって単結晶半導体層
１１２を形成する（図４（Ｂ）参照）。単結晶半導体層１１２の作製方法の詳細について
も、実施の形態１などを参照することができる。なお、本実施の形態においては、単結晶
半導体層１１２を十分に厚く形成する。具体的には５μｍ以上（１００μｍ以下）の厚さ
で形成する。このように単結晶半導体層１１２を厚く形成することで、圧縮応力を十分に
高めることができるため、単結晶半導体基板１１０と単結晶半導体層１１２の自発的な分
離が可能になる（図４（Ｃ）および図４（Ｄ）参照）。また、単結晶半導体層１１２を十
分に厚く形成することで、単結晶半導体層１１２を自立膜として分離することが可能にな
る。分離された単結晶半導体層１１２は、そのまま用いても良いし、何らかの基板に貼り
合わせて用いても良い。
【００９５】
なお、本実施の形態においては示していないが、基板分離装置などによる力学的方法（単
純に引き剥がす方法）や、ウォータージェットのような分離を促進させる方法などを上記
分離の際に併用しても良い。
【００９６】
また、本実施の形態においては示していないが、上記の工程により得られた単結晶半導体
層１１２に対して、レーザー光の照射処理を行っても良い。これにより、単結晶半導体層
１１２中の欠陥をさらに低減し、表面の平坦性を向上させた単結晶半導体層を得ることが
できる。また、単結晶半導体層１１２に対して熱処理を施して、その欠陥を低減させても
良い。
【００９７】
また、単結晶半導体層１１２の薄膜化のための処理や、平坦性を一層向上させるための処
理を行っても良い。該処理としては、ドライエッチングまたはウエットエッチングの一方
、または双方を組み合わせて用いることができる。
【００９８】
開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶半導体
層の応力を利用して、単結晶半導体基板から単結晶半導体層を分離している。これにより
、単結晶半導体層自体には欠陥などが発生しないため、高温の熱処理が不要となる。また
、分離後の単結晶半導体層は平坦性が高いため、ＣＭＰ処理などの平坦化処理が不要とな
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る。このように、開示する発明の一態様によって、特性が良好で且つ大面積な単結晶半導
体層を提供することができる。
【００９９】
また、開示する発明の一態様では、気相エピタキシャル成長法によって形成された単結晶
半導体層を単結晶半導体基板との界面において分離する方法を用いているため、単結晶半
導体基板自体の厚みは減少せず、単結晶半導体基板を繰り返して用いることができる。
【０１００】
本実施の形態で示した構成は、本明細書の他の実施の形態又は実施例で示す構成と適宜組
み合わせて用いることができる。
【０１０１】
（実施の形態５）
本実施の形態では、図５乃至７を参照して、半導体装置の作製方法について説明する。こ
こでは、半導体装置の一例として複数のトランジスタからなる半導体装置の作製方法につ
いて説明することとする。なお、以下において示すトランジスタを組み合わせて用いるこ
とで、様々な半導体装置を作製することができる。
【０１０２】
図５（Ａ）は、実施の形態１により作製した半導体基板の断面図である。
【０１０３】
半導体層５００（実施の形態１における単結晶半導体層１１２に対応）には、ＴＦＴのし
きい値電圧を制御するために、硼素、アルミニウム、ガリウムなどのｐ型を付与する不純
物元素、又はリン、砒素などのｎ型を付与する不純物元素を添加しても良い。不純物元素
を添加する領域、および添加する不純物元素の種類は、適宜変更することができる。例え
ば、ｎチャネル型ＴＦＴの形成領域にｐ型を付与する不純物元素を添加し、ｐチャネル型
ＴＦＴの形成領域にｎ型を付与する不純物元素を添加する。上述の不純物元素を添加する
際には、ドーズ量が１×１０１５／ｃｍ２以上１×１０１７／ｃｍ２以下程度となるよう
に行えばよい。その後、半導体層５００を島状に分離して、半導体膜５０２、及び半導体
膜５０４を形成する（図５（Ｂ）参照）。
【０１０４】
次に、半導体膜５０２と半導体膜５０４を覆うように、ゲート絶縁膜５０６を形成する（
図５（Ｃ）参照）。ここでは、プラズマＣＶＤ法を用いて、酸化シリコン膜を単層で形成
することとする。その他にも、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、窒化シリコン、酸
化ハフニウム、酸化アルミニウム、酸化タンタル等を含む膜を、単層構造又は積層構造で
形成することによりゲート絶縁膜５０６としても良い。
【０１０５】
プラズマＣＶＤ法以外の作製方法としては、スパッタリング法や、高密度プラズマ処理に
よる酸化または窒化による方法が挙げられる。高密度プラズマ処理は、例えば、ヘリウム
、アルゴン、クリプトン、キセノンなどの希ガスと、酸素、酸化窒素、アンモニア、窒素
、水素などのガスの混合ガスを用いて行う。この場合、プラズマの励起をマイクロ波の導
入により行うことで、低電子温度で高密度のプラズマを生成することができる。このよう
な高密度のプラズマで生成された酸素ラジカル（ＯＨラジカルを含む場合もある）や窒素
ラジカル（ＮＨラジカルを含む場合もある）によって、半導体膜の表面を酸化または窒化
することにより、１ｎｍ以上２０ｎｍ以下、望ましくは２ｎｍ以上１０ｎｍ以下の絶縁膜
を半導体膜に接するように形成する。
【０１０６】
上述した高密度プラズマ処理による半導体膜の酸化または窒化は固相反応であるため、ゲ
ート絶縁膜５０６と半導体膜５０２及び半導体膜５０４との界面準位密度をきわめて低く
することができる。また、高密度プラズマ処理により半導体膜を直接酸化または窒化する
ことで、形成される絶縁膜の厚さのばらつきを抑えることが出来る。また、半導体膜が単
結晶であるため、高密度プラズマ処理を用いて半導体膜の表面を固相反応で酸化させる場
合であっても、均一性が良く、界面準位密度の低いゲート絶縁膜を形成することができる
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。このように、高密度プラズマ処理により形成された絶縁膜をトランジスタのゲート絶縁
膜の一部または全部に用いることで、特性のばらつきを抑制することができる。
【０１０７】
又は、半導体膜５０２と半導体膜５０４を熱酸化させることで、ゲート絶縁膜５０６を形
成するようにしても良い。このように、熱酸化を用いる場合には、ある程度の耐熱性を有
するガラス基板を用いることが必要である。
【０１０８】
なお、水素を含むゲート絶縁膜５０６を形成し、その後、３５０℃以上４５０℃以下の温
度による加熱処理を行うことで、ゲート絶縁膜５０６中に含まれる水素を半導体膜５０２
及び半導体膜５０４中に拡散させるようにしても良い。この場合、ゲート絶縁膜５０６と
して、プラズマＣＶＤ法を用いた窒化シリコン又は窒化酸化シリコンを用いることができ
る。なお、プロセス温度は３５０℃以下とすると良い。このように、半導体膜５０２及び
半導体膜５０４に水素を供給することで、半導体膜５０２中、半導体膜５０４中、ゲート
絶縁膜５０６と半導体膜５０２の界面、及びゲート絶縁膜５０６と半導体膜５０４の界面
における欠陥を効果的に低減することができる。
【０１０９】
次に、ゲート絶縁膜５０６上に導電膜を形成した後、該導電膜を所定の形状に加工（パタ
ーニング）することで、半導体膜５０２の上方に電極５０８を、半導体膜５０４の上方に
電極５１０を形成する（図５（Ｄ）参照）。導電膜の形成にはＣＶＤ法、スパッタリング
法等を用いることができる。導電膜は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン
（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、
ニオブ（Ｎｂ）等の材料を用いて形成することができる。また、上記金属を主成分とする
合金材料を用いても良いし、上記金属を含む化合物を用いても良い。または、半導体に導
電性を付与する不純物元素をドーピングした多結晶シリコンなど、半導体材料を用いて形
成しても良い。
【０１１０】
本実施の形態では電極５０８及び電極５１０を単層の導電膜で形成しているが、電極の構
成はこれに限定されない。電極５０８及び電極５１０は積層された複数の導電膜で形成さ
れていても良い。２層構造とする場合には、例えば、モリブデン膜、チタン膜、窒化チタ
ン膜等を下層に用い、上層にはアルミニウム膜などを用いればよい。３層構造の場合には
、モリブデン膜とアルミニウム膜とモリブデン膜の積層構造や、チタン膜とアルミニウム
膜とチタン膜の積層構造などを採用するとよい。
【０１１１】
なお、電極５０８及び電極５１０を形成する際に用いるマスクは、酸化シリコンや窒化酸
化シリコン等の材料を用いて形成してもよい。この場合、酸化シリコン膜や窒化酸化シリ
コン膜等をパターニングしてマスクを形成する工程が加わるが、レジスト材料と比較して
、エッチング時におけるマスクの膜減りが少ないため、より正確な形状の電極５０８及び
電極５１０を形成することができる。また、マスクを用いずに、液滴吐出法を用いて選択
的に電極５０８及び電極５１０を形成しても良い。ここで、液滴吐出法とは、所定の組成
物を含む液滴を吐出または噴出することで所定のパターンを形成する方法を意味し、イン
クジェット法などがその範疇に含まれる。
【０１１２】
また、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ：誘導結合型プ
ラズマ）エッチング法を用い、エッチング条件（コイル型の電極に印加される電力量、基
板側の電極に印加される電力量、基板側の電極温度等）を適宜調節し、所望のテーパー形
状を有するように導電膜をエッチングすることで、電極５０８及び電極５１０を形成する
こともできる。また、テーパー形状は、マスクの形状によって制御することもできる。な
お、エッチング用ガスとしては、塩素、塩化硼素、塩化珪素、四塩化炭素などの塩素系ガ
ス、四弗化炭素、弗化硫黄、弗化窒素などのフッ素系ガス、又は酸素などを適宜用いるこ
とができる。
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【０１１３】
次に、電極５０８及び電極５１０をマスクとして、一導電型を付与する不純物元素を半導
体膜５０２、半導体膜５０４に添加する（図６（Ａ）参照）。本実施の形態では、半導体
膜５０２にｎ型を付与する不純物元素（例えばリンまたはヒ素）を、半導体膜５０４にｐ
型を付与する不純物元素（例えばボロン）を添加する。なお、ｎ型を付与する不純物元素
を半導体膜５０２に添加する際には、ｐ型を付与する不純物元素が添加される半導体膜５
０４はマスク等で覆い、ｎ型を付与する不純物元素の添加が選択的に行われるようにする
。また、ｐ型を付与する不純物元素を半導体膜５０４に添加する際には、ｎ型を付与する
不純物元素が添加される半導体膜５０２はマスク等で覆い、ｐ型を付与する不純物元素の
添加が選択的に行われるようにする。又は、半導体膜５０２及び半導体膜５０４に、ｐ型
を付与する不純物元素又はｎ型を付与する不純物元素の一方を添加した後、一方の半導体
膜のみに、より高い濃度でｐ型を付与する不純物元素又はｎ型を付与する不純物元素の他
方を添加するようにしても良い。上記不純物元素の添加により、半導体膜５０２に不純物
領域５１２、半導体膜５０４に不純物領域５１４が形成される。
【０１１４】
次に、電極５０８の側面にサイドウォール５１６を、電極５１０の側面にサイドウォール
５１８を形成する（図６（Ｂ）参照）。サイドウォール５１６及びサイドウォール５１８
は、例えば、ゲート絶縁膜５０６、電極５０８及び電極５１０を覆うように新たに絶縁膜
を形成し、垂直方向を主体とした異方性エッチングにより、該絶縁膜を部分的にエッチン
グすることで形成することができる。なお、上記の異方性エッチングにより、ゲート絶縁
膜５０６を部分的にエッチングしても良い。サイドウォール５１６及びサイドウォール５
１８を形成するための絶縁膜としては、プラズマＣＶＤ法やスパッタリング法等を用いて
、シリコン、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコン、有機
材料などを含む膜を、単層構造又は積層構造で形成すれば良い。本実施の形態では、膜厚
１００ｎｍの酸化シリコン膜をプラズマＣＶＤ法によって形成する。また、エッチングガ
スとしては、ＣＨＦ３とヘリウムの混合ガスを用いることができる。なお、サイドウォー
ル５１６及びサイドウォール５１８を形成する工程は、これらに限定されるものではない
。
【０１１５】
次に、ゲート絶縁膜５０６、電極５０８及び電極５１０、サイドウォール５１６及びサイ
ドウォール５１８をマスクとして、半導体膜５０２、半導体膜５０４に一導電型を付与す
る不純物元素を添加する（図６（Ｃ）参照）。なお、半導体膜５０２、半導体膜５０４に
は、それぞれ先の工程で添加した不純物元素と同じ導電型の不純物元素をより高い濃度で
添加する。ここで、ｎ型を付与する不純物元素を半導体膜５０２に添加する際には、ｐ型
を付与する不純物元素が添加される半導体膜５０４はマスク等で覆い、ｎ型を付与する不
純物元素の添加が選択的に行われるようにする。また、ｐ型を付与する不純物元素を半導
体膜５０４に添加する際には、ｎ型を付与する不純物元素が添加される半導体膜５０２は
マスク等で覆い、ｐ型を付与する不純物元素の添加が選択的に行われるようにする。
【０１１６】
上記不純物元素の添加により、半導体膜５０２に、一対の高濃度不純物領域５２０と、一
対の低濃度不純物領域５２２と、チャネル形成領域５２４とが形成される。また、上記不
純物元素の添加により、半導体膜５０４に、一対の高濃度不純物領域５２６と、一対の低
濃度不純物領域５２８と、チャネル形成領域５３０とが形成される。高濃度不純物領域５
２０、高濃度不純物領域５２６はソース又はドレインとして機能し、低濃度不純物領域５
２２、低濃度不純物領域５２８はＬＤＤ（Ｌｉｇｈｔｌｙ　Ｄｏｐｅｄ　Ｄｒａｉｎ）領
域として機能する。
【０１１７】
なお、半導体膜５０２上に形成されたサイドウォール５１６と、半導体膜５０４上に形成
されたサイドウォール５１８は、キャリアが移動する方向（いわゆるチャネル長に平行な
方向）の長さが同じになるように形成しても良いが、異なるように形成しても良い。ｐチ
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ャネル型トランジスタとなる半導体膜５０４上のサイドウォール５１８は、ｎチャネル型
トランジスタとなる半導体膜５０２上のサイドウォール５１６よりも大きく形成すると良
い。なぜならば、ｐチャネル型トランジスタにおいてソース及びドレインを形成するため
に注入されるボロンは拡散しやすく、短チャネル効果を誘起しやすいためである。ｐチャ
ネル型トランジスタにおいて、サイドウォール５１８の長さをより大きくすることで、ソ
ース及びドレインに高濃度のボロンを添加することが可能となり、ソース及びドレインを
低抵抗化することができる。
【０１１８】
ソース及びドレインをさらに低抵抗化するために、半導体膜５０２及び半導体膜５０４の
一部をシリサイド化したシリサイド層を形成しても良い。シリサイド化は、半導体膜に金
属を接触させ、加熱処理（例えば、ＧＲＴＡ法、ＬＲＴＡ法等）により、半導体膜中の珪
素と金属とを反応させて行う。シリサイド層としては、コバルトシリサイド又はニッケル
シリサイドを用いれば良い。半導体膜５０２や半導体膜５０４が薄い場合には、半導体膜
５０２、半導体膜５０４の底部までシリサイド反応を進めても良い。シリサイド化に用い
ることができる金属材料としては、チタン（Ｔｉ）、ニッケル（Ｎｉ）、タングステン（
Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）、コバルト（Ｃｏ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、ハフニウム（Ｈ
ｆ）、タンタル（Ｔａ）、バナジウム（Ｖ）、ネオジム（Ｎｄ）、クロム（Ｃｒ）、白金
（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）等が挙げられる。また、レーザー光の照射などによっても
シリサイド層を形成することができる。
【０１１９】
上述の工程により、ｎチャネル型トランジスタ５３２及びｐチャネル型トランジスタ５３
４が形成される。なお、図６（Ｃ）に示す段階では、ソース電極又はドレイン電極として
機能する導電膜は形成されていないが、これらのソース電極又はドレイン電極として機能
する導電膜を含めてトランジスタと呼ぶこともある。
【０１２０】
次に、ｎチャネル型トランジスタ５３２、ｐチャネル型トランジスタ５３４を覆うように
絶縁膜５３６を形成する（図６（Ｄ）参照）。絶縁膜５３６は必ずしも設ける必要はない
が、絶縁膜５３６を形成することで、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの不純物がｎ
チャネル型トランジスタ５３２、ｐチャネル型トランジスタ５３４に侵入することを防止
できる。具体的には、絶縁膜５３６を、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン
、窒化酸化シリコン、窒化アルミニウム、酸化アルミニウムなどの材料を用いて形成する
のが望ましい。本実施の形態では、膜厚６００ｎｍ程度の窒化酸化シリコン膜を、絶縁膜
５３６として用いる。なお、本実施の形態においては、絶縁膜５３６を単層構造としてい
るが、積層構造としても良いことはいうまでもない。例えば、２層構造とする場合には、
酸化窒化シリコン膜と窒化酸化シリコン膜との積層構造とすることができる。
【０１２１】
次に、ｎチャネル型トランジスタ５３２、ｐチャネル型トランジスタ５３４を覆うように
、絶縁膜５３６上に絶縁膜５３８を形成する。絶縁膜５３８は、ポリイミド、アクリル、
ポリイミド、ベンゾシクロブテン、ポリアミド、エポキシ等の、耐熱性を有する有機材料
を用いて形成するとよい。また、上記有機材料の他に、低誘電率材料（ｌｏｗ－ｋ材料）
、シロキサン系樹脂、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、窒化酸化シリコ
ン、ＰＳＧ（リンガラス）、ＢＰＳＧ（リンボロンガラス）、アルミナ等を用いることも
できる。ここで、シロキサン系樹脂とは、シロキサン系材料を出発材料として形成された
Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を含む樹脂に相当する。シロキサン系樹脂は、置換基に水素の他、フ
ッ素、アルキル基、芳香族炭化水素から選ばれる一を有していても良い。なお、これらの
材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、絶縁膜５３８を形成しても良い。
【０１２２】
絶縁膜５３８の形成には、その材料に応じて、ＣＶＤ法、スパッタ法、ＳＯＧ法、スピン
コート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法（インクジェット法、スクリーン印刷、オ
フセット印刷等）、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテンコーター、ナイフコータ
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ー等を用いることができる。
【０１２３】
次に、半導体膜５０２と半導体膜５０４の一部が露出するように絶縁膜５３６及び絶縁膜
５３８にコンタクトホールを形成する。そして、該コンタクトホールを介して半導体膜５
０２に接する導電膜５４０及び導電膜５４２と、半導体膜５０４に接する導電膜５４４及
び導電膜５４６を形成する（図７（Ａ）参照）。導電膜５４０乃至導電膜５４６は、トラ
ンジスタのソース電極又はドレイン電極として機能する。なお、本実施の形態においては
、コンタクトホール開口時のエッチングに用いるガスとしてＣＨＦ３とＨｅの混合ガスを
用いることができるが、エッチングガスの種類はこれに限定されるものではない。
【０１２４】
導電膜５４０乃至導電膜５４６は、ＣＶＤ法やスパッタリング法等により形成することが
できる。具体的には、導電膜５４０乃至導電膜５４６として、アルミニウム（Ａｌ）、タ
ングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、モリブデン（Ｍｏ）、ニッケル
（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）、銅（Ｃｕ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、マンガン（Ｍｎ）、ネ
オジム（Ｎｄ）、炭素（Ｃ）、珪素（Ｓｉ）等を用いることができる。また、上記材料を
主成分とする合金を用いても良いし、上記材料を含む化合物を用いても良い。また、導電
膜５４０乃至導電膜５４６は、単層構造としても良いし、積層構造としても良い。
【０１２５】
アルミニウムを主成分とする合金の例としては、アルミニウムを主成分として、ニッケル
を含むものを挙げることができる。また、アルミニウムを主成分とし、ニッケルと、炭素
または珪素の一方または両方を含むものを挙げることができる。アルミニウムやアルミニ
ウムシリコン（Ａｌ－Ｓｉ）は抵抗値が低く、安価であるため、導電膜５４０乃至導電膜
５４６を形成する材料として適している。特に、アルミニウムシリコンは、パターニング
の際のレジストベークによるヒロックの発生を抑制することができるため好ましい。また
、珪素の代わりに、アルミニウムに０．５％程度のＣｕを混入させた材料を用いても良い
。
【０１２６】
導電膜５４０乃至導電膜５４６を積層構造とする場合には、例えば、バリア膜とアルミニ
ウムシリコン膜とバリア膜の積層構造、バリア膜とアルミニウムシリコン膜と窒化チタン
膜とバリア膜の積層構造などを採用するとよい。なお、バリア膜とは、チタン、チタンの
窒化物、モリブデンまたはモリブデンの窒化物などを用いて形成された膜である。バリア
膜の間にアルミニウムシリコン膜を挟むように導電膜を形成すると、アルミニウムやアル
ミニウムシリコンのヒロックの発生をより一層防止することができる。また、還元性の高
い元素であるチタンを用いてバリア膜を形成すると、半導体膜５０２と半導体膜５０４上
に薄い酸化膜が形成されていたとしても、バリア膜に含まれるチタンが該酸化膜を還元し
、導電膜５４０及び導電膜５４２と半導体膜５０２とのコンタクト、導電膜５４４及び導
電膜５４６と半導体膜５０４とのコンタクトを良好なものとすることができる。また、バ
リア膜を複数積層するようにして用いても良い。その場合、例えば、導電膜５４０乃至導
電膜５４６を、下層からチタン、窒化チタン、アルミニウムシリコン、チタン、窒化チタ
ンのように、５層構造又はそれ以上の積層構造とすることもできる。
【０１２７】
また、導電膜５４０乃至導電膜５４６として、ＷＦ６ガスとＳｉＨ４ガスから化学気相成
長法で形成したタングステンシリサイドを用いても良い。また、ＷＦ６を水素還元して形
成したタングステンを、導電膜５４０乃至導電膜５４６として用いても良い。
【０１２８】
なお、導電膜５４０及び導電膜５４２はｎチャネル型トランジスタ５３２の高濃度不純物
領域５２０に接続されている。導電膜５４４及び導電膜５４６はｐチャネル型トランジス
タ５３４の高濃度不純物領域５２６に接続されている。
【０１２９】
図７（Ｂ）に、図７（Ａ）に示したｎチャネル型トランジスタ５３２及びｐチャネル型ト
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ランジスタ５３４の平面図を示す。ここで、図７（Ｂ）のＡ－Ｂにおける断面が図７（Ａ
）に対応している。ただし、図７（Ｂ）においては、簡単のため、導電膜５４０乃至導電
膜５４６、絶縁膜５３６、絶縁膜５３８等を省略している。
【０１３０】
なお、本実施の形態においては、ｎチャネル型トランジスタ５３２とｐチャネル型トラン
ジスタ５３４が、それぞれゲート電極として機能する電極を１つずつ有する場合（電極５
０８、電極５１０を有する場合）を例示しているが、トランジスタの構成はこれに限定さ
れない。作製されるトランジスタは、ゲート電極として機能する電極を複数有し、なおか
つ該複数の電極が電気的に接続されているマルチゲート構造を有していても良い。
【０１３１】
本実施の形態では、単結晶半導体層を用いてトランジスタを形成している。これにより、
非晶質半導体層や非単結晶半導体層などを用いる場合と比較して、トランジスタのスイッ
チング速度が向上する。さらに、本実施の形態では、均質かつ良好な単結晶半導体層を用
いているため、トランジスタ間の特性ばらつきを十分に抑制することができる。これによ
り、優れた特性の半導体装置を提供することができる。
【０１３２】
本実施の形態は、他の実施の形態又は実施例と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１３３】
（実施の形態６）
本実施の形態では、図８を参照して、光電変換装置（例えば、太陽電池）の作製方法につ
いて説明する。なお、以下においては、実施の形態１に示す方法を変形して作製した単結
晶半導体層を用いて光電変換装置を作製する場合について説明する。
【０１３４】
はじめに、実施の形態１に示す例にしたがって、ベース基板８００上に、絶縁層８０２、
第１の導電層８０４、一導電型を示す第１の不純物半導体層８０６、不純物元素が（意図
的には）添加されていない半導体層８０８、が順に積層された構造を形成する（図８（Ａ
）参照）。ここで、第１の不純物半導体層８０６と、半導体層８０８は、それぞれ、実施
の形態１における単結晶半導体層１１２の一部である。すなわち、上記の構造は、実施の
形態１において単結晶半導体層１１２上に絶縁層１１４を形成する前に、単結晶半導体層
１１２に一導電型を示す不純物元素を添加し、その後、単結晶半導体層１１２上に第１の
導電層８０４を形成し、該導電層８０４上に絶縁層１１４を形成することにより形成され
る。
【０１３５】
上記一導電型は、ｎ型、ｐ型のいずれであっても良いが、本実施の形態においては、一導
電型をｎ型とする場合について説明する。一導電型をｎ型とする場合には、リンやヒ素な
どの不純物元素を添加すればよい。また、ｐ型とする場合には、ボロンなどを添加すれば
よい。
【０１３６】
第１の導電層８０４は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリ
ブデン（Ｍｏ）、アルミニウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、クロム
（Ｃｒ）、ニオブ（Ｎｂ）等の材料を用いて形成することができる。また、上記金属を主
成分とする合金材料を用いても良いし、上記金属を含む化合物を用いても良い。なお、本
実施の形態においては第１の導電層８０４を単層構造とする場合について説明しているが
、積層構造を採用しても良い。積層構造とする場合には、例えば、アルミニウムなどの低
抵抗材料を窒化チタンや窒化タンタルなどのバリア性の高い材料で挟んだ構造の導電層を
用いることができる。
【０１３７】
次に、上記半導体層８０８上に、第１の不純物半導体層８０６とは異なる導電型が付与さ
れた、第２の不純物半導体層８１０を形成する（図８（Ｂ）参照）。本実施の形態では、
不純物元素としてボロンを添加し、ｐ型を示す第２の不純物半導体層８１０を形成する。
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第２の不純物半導体層８１０は、ＣＶＤ法などの方法を用いて作製することができる。
【０１３８】
なお、第２の不純物半導体層８１０の厚さは２０ｎｍ以上２００ｎｍ以下程度、好ましく
は５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下程度とすることが好ましい。第２の不純物半導体層８１０
を薄く形成することにより、第２の不純物半導体層８１０でのキャリアの再結合を防止で
きる。
【０１３９】
次に、第２の不純物半導体層８１０上に、光（特に上記半導体層８０８に吸収される波長
の光）が透過する導電性材料を用いて、第２の導電層８１２を形成する（図８（Ｃ）参照
）。第２の導電層８１２は必須ではないが、光電変換効率向上のためには設けることが好
ましい。
【０１４０】
その後、第１の導電層８０４上に設けられた第１の不純物半導体層８０６、半導体層８０
８、第２の不純物半導体層８１０及び第２の導電層８１２をエッチングして、第１の導電
層８０４の一部（好ましくは第１の導電層８０４端部）を露出させる（図８（Ｄ）参照）
。
【０１４１】
ここで、第１の導電層８０４の一部を露出させるのは、第１の導電層８０４と接続される
電極や配線（補助電極や補助配線）を形成するためである。光電変換装置として機能させ
るためには、正極と負極に対応する導電層（電極）から電気エネルギーを取り出すことが
必要となるが、第１の導電層８０４の上部は半導体層などに覆われており、第１の導電層
８０４の下方にはベース基板８００が設けられているため、このままでは電気エネルギー
を取り出しにくい。そこで、第１の導電層８０４の上方に形成されている層の一部を除去
し、第１の導電層８０４の一部を露出させ、引き回すことができる電極や配線（補助電極
や補助配線）を形成できるようにする。
【０１４２】
具体的には、第２の導電層８１２上にレジスト材料や窒化シリコンなどの絶縁材料を用い
てマスクを形成し、該マスクを用いてエッチングを行えばよい。エッチングは、例えば、
ＮＦ３、ＳＦ６などのフッ素系ガスを用いたドライエッチングとすることができ、少なく
とも第１の導電層８０４と、第１の導電層８０４の上方に形成されている層（第１の不純
物半導体層８０６、半導体層８０８、第２の不純物半導体層８１０、第２の導電層８１２
）との選択比が充分に確保できる条件で行えばよい。なお、エッチング後には、不要とな
ったマスクは除去する。
【０１４３】
次に、露出させた第１の導電層８０４に接続する補助電極８１４、及び第２の導電層８１
２に接続する電極８１６を形成する（図８（Ｅ）参照）。
【０１４４】
補助電極８１４は、光電変換された電気エネルギーを取り出しやすくするために設けられ
ている。すなわち、補助電極８１４は取り出し電極（集電極とも言う）として機能する。
【０１４５】
電極８１６は、平面図で見て格子状（或いは櫛状、櫛形、櫛歯状）となるように形成する
と良い。このような形状とすることで、半導体層８０８などに十分な光を照射することが
できるため、光吸収効率を向上させることができる。もちろん、電極８１６の形状はこれ
に限定して解釈されるものではない。なお、電極８１６は補助電極８１４と同じ工程で形
成される。
【０１４６】
電極８１６や補助電極８１４は、アルミニウム、銀、鉛錫（半田）などを用いて、印刷法
などの方法で形成すれば良い。例えば、銀ペーストを用いてスクリーン印刷法で形成する
ことができる。
【０１４７】
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以上により、光電変換装置を作製することができる。なお、本実施の形態においては、光
電変換に係る半導体層が単層（いわゆるシングルセル）の光電変換装置を作製する場合に
ついて説明しているが、光電変換装置の構成はこれに限定されない。光電変換に係る半導
体層が二層の、所謂タンデムセルとしても良い。
【０１４８】
本実施の形態では、均質かつ良好な単結晶半導体層を用いて光電変換装置を作製している
ため、変換効率の高い光電変換装置を作製することができる。本実施の形態は、他の実施
の形態又は実施例と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１４９】
（実施の形態７）
本実施の形態では、図９を参照して、光電変換装置（例えば、太陽電池）の作製方法につ
いて説明する。なお、以下においては、実施の形態３又は実施の形態４に示す方法によっ
て作製した単結晶半導体層を用いて光電変換装置を作製する場合について説明する。
【０１５０】
はじめに、実施の形態３又は実施の形態４に示す方法にしたがって、単結晶半導体層９０
０を用意する（図９（Ａ）参照）。
【０１５１】
次に、ガス拡散法などを用いて、一導電型を示す不純物元素を単結晶半導体層９００中に
拡散させて、第１の不純物領域９０２を形成する（図９（Ｂ）参照）。上記一導電型は、
ｎ型、ｐ型のいずれとしても良いが、本実施の形態においては、一導電型をｎ型とする場
合について説明する。一導電型をｎ型とする場合には、リンやヒ素などの不純物元素を拡
散させればよい。例えば、ＰＯＣｌ３を拡散源として用いて、リンを拡散させることがで
きる。なお、一導電型をｐ型とする場合には、ボロンなどを拡散させればよい。
【０１５２】
上記不純物元素を拡散させる前には、単結晶半導体層９００の表面に凹凸構造（テクスチ
ャ）を形成しても良い。表面に凹凸構造を形成する方法としては、エッチング処理などを
適用することができる。このような表面凹凸構造を形成することにより、半導体層中への
光閉じ込め効果によって光電変換効率を向上させることができる。
【０１５３】
次に、第１の不純物領域９０２の一表面に、反射防止膜９０４を形成する（図９（Ｃ）参
照）。反射防止膜９０４は酸化チタンなどの材料を用いて形成すればよい。作製方法とし
ては、ＣＶＤ法などを用いることができる。
【０１５４】
その後、受光面となる側（反射防止膜９０４が形成されている側）以外に存在する第１の
不純物領域９０２を除去する（図９（Ｄ）参照）。除去方法としては、エッチング処理な
どを適用すればよい。
【０１５５】
次に、受光面の反対側に、裏面電極９０６を形成する（図９（Ｅ）参照）。裏面電極９０
６は、タンタル（Ｔａ）、タングステン（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、
アルミニウム（Ａｌ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、クロム（Ｃｒ）、ニオブ
（Ｎｂ）等の材料を用いて形成することができる。本実施の形態においては、裏面電極９
０６として、アルミニウム膜を形成する。作製方法としては、スクリーン印刷法やスパッ
タ法などがあるが、本実施の形態においてはスクリーン印刷法を用いることとする。
【０１５６】
なお、スクリーン印刷法でアルミニウム膜を形成する場合には、乾燥や焼成の処理の際に
、単結晶半導体層９００中にアルミニウムを拡散させて第２の不純物領域９０８を形成し
、ＢＳＦ（Ｂａｃｋ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｆｉｅｌｄ）効果を得ることができる（図９（Ｆ
）参照）。
【０１５７】
そして、反射防止膜９０４の一部を除去して、受光面電極９１０を形成する。受光面電極
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９１０も裏面電極９０６と同様の材料を用いて形成すればよいが、ここでは、銀ペースト
を用いたスクリーン印刷法によって受光面電極９１０を形成する。
【０１５８】
以上により、光電変換装置を作製することができる。なお、本実施の形態においては、光
電変換に係る半導体層が単層（いわゆるシングルセル）の光電変換装置を作製する場合に
ついて説明しているが、光電変換装置の構成はこれに限定されない。光電変換に係る半導
体層が二層の、所謂タンデムセルとしても良い。
【０１５９】
本実施の形態では、均質かつ良好な単結晶半導体層を用いて光電変換装置を作製している
ため、変換効率の高い光電変換装置を作製することができる。本実施の形態は、他の実施
の形態又は実施例と適宜組み合わせて用いることができる。
【０１６０】
（実施の形態８）
本実施の形態では、上記の実施の形態にて作製した半導体装置、特に表示装置を用いた電
子機器について、図１０及び図１１を参照して説明する。
【０１６１】
半導体装置（特に表示装置）を用いて作製される電子機器としては、ビデオカメラやデジ
タルカメラなどのカメラ、ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナ
ビゲーションシステム、音響再生装置（カーオーディオコンポ等）、コンピュータ、ゲー
ム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書
籍等）、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的にはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌ
ｅ　Ｄｉｓｃ（ＤＶＤ）等の記録媒体を再生し、その画像を表示しうるディスプレイを備
えた装置）などが挙げられる。
【０１６２】
図１０（Ａ）はテレビ受像器又はパーソナルコンピュータのモニタである。筺体１６０１
、支持台１６０２、表示部１６０３、スピーカー部１６０４、ビデオ入力端子１６０５等
を含む。表示部１６０３には、開示する発明の一態様に係る半導体装置が用いられている
。開示する発明の一態様により、信頼性が高く高性能なテレビ受像器又はパーソナルコン
ピュータのモニタを低価格で提供することができる。
【０１６３】
図１０（Ｂ）はデジタルカメラである。本体１６１１の正面部分には受像部１６１３が設
けられており、本体１６１１の上面部分にはシャッターボタン１６１６が設けられている
。また、本体１６１１の背面部分には、表示部１６１２、操作キー１６１４、及び外部接
続ポート１６１５が設けられている。表示部１６１２には、開示する発明の一態様に係る
半導体装置が用いられている。開示する発明の一態様により、信頼性が高く高性能なデジ
タルカメラを低価格で提供することができる。
【０１６４】
図１０（Ｃ）はノート型パーソナルコンピュータである。本体１６２１には、キーボード
１６２４、外部接続ポート１６２５、ポインティングデバイス１６２６が設けられている
。また、本体１６２１には、表示部１６２３を有する筐体１６２２が取り付けられている
。表示部１６２３には、開示する発明の一態様に係る半導体装置が用いられている。開示
する発明の一態様により、信頼性が高く高性能なノート型パーソナルコンピュータを低価
格で提供することができる。
【０１６５】
図１０（Ｄ）はモバイルコンピュータであり、本体１６３１、表示部１６３２、スイッチ
１６３３、操作キー１６３４、赤外線ポート１６３５等を含む。表示部１６３２にはアク
ティブマトリクス表示装置が設けられている。表示部１６３２には、開示する発明の一態
様に係る半導体装置が用いられている。開示する発明の一態様により、信頼性が高く高性
能なモバイルコンピュータを低価格で提供することができる。
【０１６６】
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図１０（Ｅ）は画像再生装置である。本体１６４１には、表示部１６４４、記録媒体読み
込み部１６４５及び操作キー１６４６が設けられている。また、本体１６４１には、スピ
ーカー部１６４７及び表示部１６４３それぞれを有する筐体１６４２が取り付けられてい
る。表示部１６４３及び表示部１６４４それぞれには、開示する発明の一態様に係る半導
体装置が用いられている。開示する発明の一態様により、信頼性が高く高性能な画像再生
装置を低価格で提供することができる。
【０１６７】
図１０（Ｆ）は電子書籍である。本体１６５１には操作キー１６５３が設けられている。
また、本体１６５１には複数の表示部１６５２が取り付けられている。表示部１６５２に
は、開示する発明の一態様に係る半導体装置が用いられている。開示する発明の一態様に
より、信頼性が高く高性能な電子書籍を低価格で提供することができる。
【０１６８】
図１０（Ｇ）はビデオカメラであり、本体１６６１には外部接続ポート１６６４、リモコ
ン受信部１６６５、受像部１６６６、バッテリー１６６７、音声入力部１６６８、操作キ
ー１６６９が設けられている、また、本体１６６１には、表示部１６６２を有する筐体１
６６３が取り付けられている。表示部１６６２には、開示する発明の一態様に係る半導体
装置が用いられている。開示する発明の一態様により、信頼性が高く高性能なビデオカメ
ラを低価格で提供することができる。
【０１６９】
図１０（Ｈ）は携帯電話であり、本体１６７１、筐体１６７２、表示部１６７３、音声入
力部１６７４、音声出力部１６７５、操作キー１６７６、外部接続ポート１６７７、アン
テナ１６７８等を含む。表示部１６７３には、開示する発明の一態様に係る半導体装置が
用いられている。開示する発明の一態様により、信頼性が高く高性能な携帯電話を低価格
で提供することができる。
【０１７０】
図１１は、電話としての機能と、情報端末としての機能を併せ持った携帯電子機器１７０
０の構成の一例である。ここで、図１１（Ａ）は正面図、図１１（Ｂ）は背面図、図１１
（Ｃ）は展開図である。携帯電子機器１７００は、電話と情報端末の双方の機能を備えて
おり、音声通話以外にも様々なデータ処理が可能な、いわゆるスマートフォンと呼ばれる
電子機器である。
【０１７１】
携帯電子機器１７００は、筐体１７０１及び筐体１７０２で構成されている。筐体１７０
１は、表示部１７１１、スピーカー１７１２、マイクロフォン１７１３、操作キー１７１
４、ポインティングデバイス１７１５、カメラ用レンズ１７１６、外部接続端子１７１７
等を備え、筐体１７０２は、キーボード１７２１、外部メモリスロット１７２２、カメラ
用レンズ１７２３、ライト１７２４、イヤフォン端子１７２５等を備えている。また、ア
ンテナは筐体１７０１内部に内蔵されている。上記構成に加えて、非接触ＩＣチップ、小
型記録装置等を内蔵していてもよい。
【０１７２】
表示部１７１１には、開示する発明の一態様に係る半導体装置が組み込まれている。なお
、表示部１７１１に表示される映像（及びその表示方向）は、携帯電子機器１７００の使
用形態に応じて様々に変化する。また、表示部１７１１と同一面にカメラ用レンズ１７１
６を備えているため、映像を伴う音声通話（いわゆるテレビ電話）が可能である。なお、
スピーカー１７１２及びマイクロフォン１７１３は音声通話に限らず、録音、再生等に用
いることが可能である。カメラ用レンズ１７２３（及び、ライト１７２４）を用いて静止
画及び動画の撮影を行う場合には、表示部１７１１はファインダーとして用いられること
になる。操作キー１７１４は、電話の発信・着信、電子メール等の簡単な情報入力、画面
のスクロール、表示部１７１１に表示されるカーソルの移動等に用いられる。
【０１７３】
重なり合った筐体１７０１と筐体１７０２（図１１（Ａ））は、スライドし、図１１（Ｃ
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）のように展開し、情報端末として使用できる。この場合には、キーボード１７２１、ポ
インティングデバイス１７１５を用いた円滑な操作が可能である。外部接続端子１７１７
はＡＣアダプタやＵＳＢケーブル等の各種ケーブルと接続可能であり、充電やコンピュー
タ等とのデータ通信を可能にしている。また、外部メモリスロット１７２２に記録媒体を
挿入し、より大容量のデータの保存及び移動に対応できる。上記機能に加えて、赤外線な
どの電磁波を用いた無線通信機能や、テレビ受信機能等を有していても良い。開示する発
明の一態様により、信頼性が高く高性能な携帯電子機器を低価格で提供することができる
。
【０１７４】
以上の様に、開示する発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いるこ
とが可能である。なお、本実施の形態は、他の実施の形態又は実施例と適宜組み合わせて
用いることができる。
【実施例１】
【０１７５】
本実施例では、単結晶半導体基板と気相エピタキシャル成長法によって得られた単結晶半
導体層との界面において単結晶半導体層が分離される様子を確認した。なお、本実施例に
おいては、単結晶半導体基板として単結晶シリコン基板を用いてサンプルを作製した。ま
た、単結晶半導体層としては、シランと水素の流量（ｓｃｃｍ）比をＳｉＨ４：Ｈ２＝２
５（ｓｃｃｍ）：１５０（ｓｃｃｍ）、基板温度を２８０℃、高周波電源の出力を３０Ｗ
、電力周波数を２７ＭＨｚとしたプラズマＣＶＤ法によって単結晶シリコン層を形成した
。
【０１７６】
上記サンプルの単結晶シリコン層表面に、ベース基板としてガラス基板を貼り合わせた。
ここでは、簡易的に、接着剤を用いてガラス基板と単結晶シリコン層との貼り合わせを行
っている。
【０１７７】
貼り合わせ後に、単結晶シリコン基板とガラス基板とを引き剥がしたところ、ガラス基板
側には単結晶シリコン層が残存した。また、単結晶シリコン基板の表面及び単結晶シリコ
ン層の表面は十分に平坦であった。
【０１７８】
以上により、単結晶シリコン基板と単結晶シリコン層との界面において単結晶シリコン層
の分離が良好に行われる様子が確認できた。
【０１７９】
なお、上記サンプルの単結晶シリコン層表面に粘着テープを貼り付けた後、単結晶シリコ
ン基板から粘着テープを引き剥がした場合においても、上記と同様に、単結晶シリコン基
板と単結晶シリコン層との界面において単結晶シリコン層の分離が良好に行われる様子が
確認できた。
【０１８０】
本実施例で示した構成は、他の実施の形態と適宜組み合わせて用いることができる。
【符号の説明】
【０１８１】
１００　　ベース基板
１０２　　窒素含有層
１１０　　単結晶半導体基板
１１２　　単結晶半導体層
１１４　　絶縁層
１２０　　金属層
５００　　半導体層
５０２　　半導体膜
５０４　　半導体膜
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５０６　　ゲート絶縁膜
５０８　　電極
５１０　　電極
５１２　　不純物領域
５１４　　不純物領域
５１６　　サイドウォール
５１８　　サイドウォール
５２０　　高濃度不純物領域
５２２　　低濃度不純物領域
５２４　　チャネル形成領域
５２６　　高濃度不純物領域
５２８　　低濃度不純物領域
５３０　　チャネル形成領域
５３２　　ｎチャネル型トランジスタ
５３４　　ｐチャネル型トランジスタ
５３６　　絶縁膜
５３８　　絶縁膜
５４０　　導電膜
５４２　　導電膜
５４４　　導電膜
５４６　　導電膜
８００　　ベース基板
８０２　　絶縁層
８０４　　導電層
８０６　　不純物半導体層
８０８　　半導体層
８１０　　不純物半導体層
８１２　　導電層
８１４　　補助電極
８１６　　電極
９００　　単結晶半導体層
９０２　　不純物領域
９０４　　反射防止膜
９０６　　裏面電極
９０８　　不純物領域
９１０　　受光面電極
１６０１　　筺体
１６０２　　支持台
１６０３　　表示部
１６０４　　スピーカー部
１６０５　　ビデオ入力端子
１６１１　　本体
１６１２　　表示部
１６１３　　受像部
１６１４　　操作キー
１６１５　　外部接続ポート
１６１６　　シャッターボタン
１６２１　　本体
１６２２　　筐体
１６２３　　表示部
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１６２４　　キーボード
１６２５　　外部接続ポート
１６２６　　ポインティングデバイス
１６３１　　本体
１６３２　　表示部
１６３３　　スイッチ
１６３４　　操作キー
１６３５　　赤外線ポート
１６４１　　本体
１６４２　　筐体
１６４３　　表示部
１６４４　　表示部
１６４５　　記録媒体読み込み部
１６４６　　操作キー
１６４７　　スピーカー部
１６５１　　本体
１６５２　　表示部
１６５３　　操作キー
１６６１　　本体
１６６２　　表示部
１６６３　　筐体
１６６４　　外部接続ポート
１６６５　　リモコン受信部
１６６６　　受像部
１６６７　　バッテリー
１６６８　　音声入力部
１６６９　　操作キー
１６７１　　本体
１６７２　　筐体
１６７３　　表示部
１６７４　　音声入力部
１６７５　　音声出力部
１６７６　　操作キー
１６７７　　外部接続ポート
１６７８　　アンテナ
１７００　　携帯電子機器
１７０１　　筐体
１７０２　　筐体
１７１１　　表示部
１７１２　　スピーカー
１７１３　　マイクロフォン
１７１４　　操作キー
１７１５　　ポインティングデバイス
１７１６　　カメラ用レンズ
１７１７　　外部接続端子
１７２１　　キーボード
１７２２　　外部メモリスロット
１７２３　　カメラ用レンズ
１７２４　　ライト
１７２５　　イヤフォン端子
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